
 

 

セカンドオピニオンをお受けするにあたり、次の事項をご確認・ご理解のうえ、お申し込み下さいます

ようお願いいたします。 

 

 セカンドオピニオンとは 

患者さんがご自分の病気や受けている医療の理解を深めるため、主治医以外の専門医の意見を聞いて

情報を収集することです。 

では、どういうときに受けるのでしょうか。次のような場合があげられます。 

・主治医に診断や治療方針の説明を受けたが、どうしたらいいか悩んでいるとき。 

・いくつかの治療方針を提示されているが、迷っているとき。 

・他に治療法はないかと考えているとき。 

また、受ける効果は何でしょうか。次のようなことがあげられます。 

・主治医の診断や治療方針に対する確認ができる。 

・診断や治療の妥当性を確認できる。 

・主治医の示す治療法以外の治療法が得られる可能性がある。 

このようにセカンドオピニオンは、第三者の客観的な意見を参考にすることで、最適な医療を自分で決

定するための判断材料になります。これは患者さんの自己決定権を支えるとともに、患者さんやご家族

と主治医との信頼関係をより強固にするために実施すべきものであるといえます。 

 

 本院でのセカンドオピニオンの概要 

別紙の『セカンドオピニオン申し込みについて』をご覧ください。 

 

 セカンドオピニオン実施までの手順 

①『セカンドオピニオン申込書』に必要事項をご記入いただきます。「相談の目的」「治療経過」「現在

の状況、その他」については、ご相談者ができるだけ詳しくご記入ください。 

②申込書を記入し、医療連携室にご郵送、または FAX にてお送りください。 

③当方で申込書を受け取りましたら、担当する診療科と担当医を決定します。 

④ご相談者の希望日をもとに、電話連絡にて相談日を調整し決定します。 

⑤相談当日は、現在受診されている主治医からの診療情報提供書と、レントゲンフィルム、検査データ、

病理診断等の資料をご持参のうえ、１階初再診受付に「セカンドオピニオン予約」の旨をお申し出く

ださい。 

⑥相談終了後は、所定の料金を会計窓口でお支払いいただきます。 

⑦相談終了後は、現在治療を受けられている医療機関にお戻りいただき、主治医と今後の治療方針をご

相談ください。 

なお、セカンドオピニオンの内容は、主治医に報告させていただきます。 

 

 セカンドオピニオンに関するお問い合わせ  

お申し込みなどに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

日本歯科大学附属病院 医療連携室 
〒102-8158  千代田区富士見２－３－１６ 
TEL：０３－３２６１－５５１１(代表)   FAX：０３－３２６１－３９２４ 

問い合わせ受付時間：月曜日～金曜日 １０：００～１６：００ 

セカンドオピニオンについてのご案内 



『セカンドオピニオン申し込みについて』 

 

セカンドオピニオンをお受けするにあたり、下記事項をご理解の上お申し込み願います。 

 

◆ 予約受付（完全予約制） 

日本歯科大学附属病院 医療連携室宛に「セカンドオピニオン申込書」をご郵送していただくか、 

   または FAX にてお送り下さい。 

        〒102-8158 千代田区富士見２－３－１６ 
       日本歯科大学附属病院 医療連携室 

FAX：03-3261-3924 

◆ セカンドオピニオンを受けることが出来る方  

患者さんおよびご家族。ご一緒でも構いません。但し、ご家族のみでお受けになる際は、患者さ 

んご本人の同意書が必要となります。 

◆ セカンドオピニオンの相談日と時間帯  

月曜日～金曜日 １０：００～１７：００ 

※担当医と調整のうえ決定し、電話連絡いたします。 

◆ 相談診療科と担当医  

相談は全診療科を対象としてお受けしていますが、診療科および担当医は申込書の内容を検討の 

うえ、当方で決めさせていただきます。 

◆ 相談内容  

診断・治療法に関する専門医としての意見提供です。診療行為は行いません。あくまでも相談の 

みとなります。 

治療結果の評価、医療費用の内容、医療給付に関わること、主治医に対する不満、医療訴訟の問 

題などは相談の範囲外となりますのでご了承下さい。 

◆ 相談に必要な資料  

現在受診されている主治医からの診療情報提供書とレントゲンフィルム、検査データ等の資料を 

相談当日にご持参下さい。ご持参いただけない場合はお受けできません。 

◆ 相談にかかる費用  

料金は３０分まで１１，０００円（消費税込み）、以降３０分又はそれ未満の端数時間を増す 

ごとに１１，０００円の追加となります。 

＜例＞ ３０分－１１，０００円  ６０分－２２，０００円  ７５分－３３，０００円 

※健康保険の適用にはなりません。ご相談者の自費負担となります。 

◆ 主治医への報告書の提出  

セカンドオピニオンの内容は、現在受診されている主治医に報告いたしますので、予めご了承 

ください。 

 

 


